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令 和 ４ 年 １ ０ 月 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 議 会 臨 時 会 会 議 録  

                                 令和４年１０月１４日（金）開会  

１ ． 議   事   日   程  

  第  １ ． 仮 議 席 の 指 定  

  第  ２ ． 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名  

  第  ３ ． 議 長 の 選 挙  

  第  ４ ． 副 議 長 の 選 挙  

  第  ５ ． 議 席 の 指 定  

  第  ６ ． 会 期 の 決 定  

  第  ７ ． 議 員 提 出 第 １ 号 か ら 議 員 提 出 第 ３ 号 ま で  

      【 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 議 会 会 議 規 則 案  他 ２ 件 】  

      提 案 説 明 （ 議 員 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  第  ８ ． 議 第 １ 号 か ら 議 第 ３ １ 号 ま で  

      【 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て  他 ３ ０ 件 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  第  ９ ． 議 第 ３ ２ 号  

      【 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 お よ び 財 産 の 取 得 ま た は 処 分

に 関 す る 条 例 案 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  第 １ ０ ． 議 第 ３ ３ 号  

      【 令 和 ４ 年 度 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 一 般 会 計 予 算 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  第 １ １ ． 議 第 ３ ４ 号  

      【 監 査 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て 】  
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      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  第 １ ２ ． 議 第 ３ ５ 号  

      【 公 平 委 員 会 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い

て 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

 

１ ． 会 議 に 付 議 し た 事 件  

  日 程 第  １ ． 仮 議 席 の 指 定  

  日 程 第  ２ ． 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名  

  日 程 第  ３ ． 議 長 の 選 挙  

  日 程 第  ４ ． 副 議 長 の 選 挙  

  日 程 第  ５ ． 議 席 の 指 定  

  日 程 第  ６ ． 会 期 の 決 定  

  日 程 第  ７ ． 議 員 提 出 第 １ 号 か ら 議 員 提 出 第 ３ 号 ま で  

      【 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 議 会 会 議 規 則 案  他 ２ 件 】  

      提 案 説 明 （ 議 員 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  日 程 第  ８ ． 議 第 １ 号 か ら 議 第 ３ １ 号 ま で  

      【 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て  他 ３ ０ 件 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  日 程 第  ９ ． 議 第 ３ ２ 号  

      【 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 お よ び 財 産 の 取 得 ま た は 処 分

に 関 す る 条 例 案 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  日 程 第 １ ０ ． 議 第 ３ ３ 号  
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      【 令 和 ４ 年 度 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 一 般 会 計 予 算 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  日 程 第 １ １ ． 議 第 ３ ４ 号  

      【 監 査 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

  日 程 第 １ ２ ． 議 第 ３ ５ 号  

      【 公 平 委 員 会 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い

て 】  

      提 案 説 明 （ 管 理 者 提 出 ）  

      質 疑 ・ 討 論 ・ 採 決  

１ ． 会 議 に 出 席 し た 議 員 （ ６ 名 ）  

   １ 番  井  上    薫      ２ 番  遠  藤    覚  

   ３ 番  奥  村  恭  弘      ４ 番  川  嶋    恵  

   ５ 番  里  内  英  幸      ６ 番  武  村    賞  

１ ． 会 議 に 欠 席 し た 議 員  

    な     し  

１ ． 会 議 に 出 席 し た 説 明 員  

   管 理 者    橋   川      渉  

   副 管 理 者    野   村   昌   弘  

   事 務 局 長    鵜   飼   保   彦  

   事 務 局 総 括    吉   水   信   宏  
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１ ． 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員  

   書 記   鈴   木   孝   宏  

   書 記   片   岡   和   也  

   書 記   川   口      環  
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開会 午前９時３０分 

○事務局 

  連絡いたします。草津栗東行政事務組合設

立後最初の議会でございますので、議長が選

出されるまでの間、地方自治法第１０７条の

規定によりまして、年長議員が臨時議長の職

務を行うこととなっております。 

  出席議員中、武村 賞議員が年長議員でご

ざいます。武村議員に臨時議長の職を務めて

いただきます。 

○臨時議長（武村 賞） 

  おはようございます。 

  ただいま紹介されました武村 賞でござい

ます。 

  地方自治法第１０７条の規定によりまして、

臨時議長の職を務めてまいりたいと思います。 

  議長選出まで円滑な議事進行に努めてまい

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は６名であります。定

足数に達しております。 

  それでは、ただいまから、令和４年１０月

草津栗東行政事務組合議会臨時会を開催しま

す。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  日程に入る前に、就任されました橋川管理

者から発言を求められていますので、これを

許します。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  管理者を仰せつかっております草津市長の

橋川でございます。議員の皆様には、本日、

令和４年１０月草津栗東行政事務組合議会臨

時会に御出席を賜りましてありがとうござい

ます。 

  先般、草津市と栗東市の市議会において、

草津栗東行政事務組合設立についての議決を

いただき、１０月１日付で本組合を発足させ

ることができました。 

  現在の草津市営火葬場は、老朽化が進み、

将来の死亡者数の増加に伴う火葬需要への対

応が困難で、新しい火葬場の整備が必要とな

っております。この新しい火葬場の整備に当

たっては、草津市と栗東市が共同で取り組む

ことにより、コストの削減による効率的な施

設の整備運営を行ってまいりたいと考えてお

りますので、議員の皆様方の御支援、御協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

  なお、本日の臨時会では、一部事務組合の

運営に必要な条例、予算等の議案を提案させ

ていただきますので、御審議いただきますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

○臨時議長（武村 賞） 

  次に、野村副管理者から発言を求められて

いますので、これを許します。 

  野村副管理者。 

○副管理者（野村昌弘）登壇 

  おはようございます。副管理者を務めさせ

ていただきます栗東市長の野村でございます。 

  これまで、栗東市におきましては、火葬場

がなく、近隣市、草津を中心に火葬場を使わ
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せていただいてきました。草津市と栗東市と

が共同整備することで、将来にわたり安定的

に市民の需要に対応した火葬場の運営を行っ

てまいりたいと思います。議員の皆様から御

意見をいただきながら整備を行ってまいりた

いと思いますので、どうぞ皆様方の御指導、

御鞭撻を心からお願い申し上げて、冒頭に当

たりましてお願いの御挨拶とさせていただき

ます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○臨時議長（武村 賞） 

  これからの議事の進行につきましては、議

会会議規則が制定されておりませんので、本

臨時会で提案されます草津栗東行政事務組合

議会会議規則案に準じて進行したいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 

  よって、これからの議事進行につきまして

は、草津栗東行政事務組合議会会議規則案に

よって進めることといたします。 

  これからの議会の傍聴につきましては、議

会傍聴規則が制定されておりませんので、本

臨時会で提案されます草津栗東行政事務組合

議会傍聴規則案に準じて傍聴を許可したいと

思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 

  よって、これからの傍聴につきましては、

草津栗東行政事務組合議会傍聴規則案によっ

て許可することといたします。 

  これより日程に入ります。 

～日程第１．仮議席の指定～ 

○臨時議長（武村 賞） 

  日程第１、議事の進行上、仮議席の指定を

行いたいと思います。 

  仮議席は、ただいま御着席の議席といたし

ます。 

～日程第２．会議録署名議員の指名～ 

○臨時議長（武村 賞） 

  日程第２、会議録署名議員の指名を行いま

す。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の規

定により、 

            １番 井上 薫議員 

            ４番 川嶋 恵議員 

  を指名いたします。 

～日程第３．議長の選挙～ 

○臨時議長（武村 賞） 

  日程第３、議長の選挙を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推選の方

法により行うこととしたいと存じますが、こ

れに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 
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  選挙の方法は指名推選に決定いたしました。 

  議長の推薦について意見を求めます。 

  奥村議員。 

○３番（奥村恭弘） 

  武村 賞議員を議長に推薦いたします。 

○臨時議長（武村 賞） 

  ただいま、奥村恭弘議員から、私に議長の

指名推選がございました。 

  お諮りいたします。 

  武村 賞を議長の当選人と定めることに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 

  よって、武村 賞が草津栗東行政事務組合

議会議長に当選しました。 

  以上をもちまして、臨時議長の職を解かせ

ていただきます。 

  それでは、ここで私のほうから御挨拶を申

し上げます。 

○議長（武村 賞） 

  ただいま草津栗東行政事務組合議会におい

て指名推選をいただき、初代議長を拝命いた

しました武村 賞でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  新火葬場の整備につきましては、草津市営

火葬場の老朽化に伴い、今日まで草津市と栗

東市で協議され、栗東市小野地先に設置され

る計画となっております。令和９年度供用開

始に向け、検討すべき課題が山積しておりま

すが、周辺環境と調和し、安心安全な施設に

なることを願っております。 

  議員各位の御理解と御協力をお願いして、

簡単ではございますが挨拶とさせていただき

ます。 

～日程第４．副議長の選挙～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第４、副議長の選挙を議題とします。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推選の方

法により行うこととしたいと存じますが、こ

れに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 

  選挙の方法は指名推選に決定いたしました。 

  副議長の推薦について意見を求めます。 

  里内議員。 

○５番（里内英幸） 

  遠藤 覚議員を副議長に推薦いたします。 

○議長（武村 賞） 

  ただいま、里内議員から、遠藤 覚議員に

副議長の指名推選がございました。 

  お諮りいたします。 

  遠藤 覚議員を副議長の当選人と定めるこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 
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  よって、ただいま推薦されました遠藤 覚

議員が草津栗東行政事務組合議会副議長に当

選されました。 

  それでは、当選されました遠藤 覚議員か

ら御挨拶をお願いいたします。 

○副議長（遠藤 覚）登壇 

  おはようございます。ただいま御推挙いた

だきました遠藤 覚でございます。武村議長

を支えて、草津市、栗東市にとって、また市

民にとって大切なそしてすばらしい火葬場が

設立できるよう、皆様協力してまいりたいと

思っておりますので、ぜひよろしくお願いい

たします。 

～日程第５．議席の指定～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第５、議席の指定を行いたいと思いま

す。 

  議席は、会議規則第４条の規定により、議

長において指定します。 

  議席は、お手元に配付しております「議席

番号・議席配置表」のとおりでございます。 

～日程第６．会期の決定～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第６、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時議会の会期は、本日１日間といたし

たいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  異議なしと認めます。 

  本臨時会の会期は、本日１日間と決定いた

しました。 

～日程第７．議員提出第１号から 

議員提出第３号まで～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第７、議員提出第１号 草津栗東行政

事務組合議会会議規則案から議員提出第３号 

管理者の専決処分事項の指定についてまでの

議案３件を上程し、一括議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  ５番、里内英幸議員。 

○５番（里内英幸）登壇 

  それでは、令和４年１０月草津栗東行政事

務組合議会臨時会、議員提出議案提案理由説

明をいたします。 

  議員提出第１号 草津栗東行政事務組合議

会会議規則の制定につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

  本件は、地方自治法第１２０条の規定に基

づき、草津栗東行政事務組合議会の運営に関

する手続および議会内部の規律等を定めるた

め、提案するものでございます。 

  なお、本規則は、構成市である草津市およ

び栗東市の会議規則を基に整備したものでご

ざいます。 

  次に、議員提出第２号 草津栗東行政事務

組合議会傍聴規則の制定について、御説明申

し上げます。 

  本件は、地方自治法第１３０条第３項の規
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定に基づき、草津栗東行政事務組合議会の傍

聴に関する事項を定めるため、提案するもの

でございます。 

  なお、本規則につきましては、草津市およ

び栗東市の傍聴規則を基に整備したものでご

ざいます。 

  次に、議員提案第３号 管理者の専決処分

事項の指定について、御説明申し上げます。 

  本件は、地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき、管理者において専決処分するこ

とができる事項を定めるため、提案するもの

でございます。 

  以上、議員提出第１号から第３号までの提

案理由の説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより、議員提出第１号から議員提出第

３号までの議案３件に対する質疑を行います。 

  質疑は、会議規則第４３条第１項ただし書

の規定により、これを許します。 

  質疑の回数は３回まででありますので、御

留意ください。また、議員、執行部とも発言

はそれぞれの自席でされますよう、お願いい

たします。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議員提出第１号から議員提出第３号までの議

案３件を、起立により、順次、採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議員提出第１号 草津栗東行政事務組合議

会会議規則案を原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議員提出第１号議案は、原案のと

おり可決されました。 

  次に、議員提出第２号議案を採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議員提出第２号 草津栗東行政事務組合議

会傍聴規則案を原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 
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○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議員提出第２号議案は、原案のと

おり可決されました。 

  次に、議員提出第３号議案を採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議員提出第３号 管理者の専決処分事項の

指定についてを原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議員提出第３号議案は、原案のと

おり可決されました。 

  ここで休憩をいたします。再開を１０時と

いたします。 

休憩 午前 ９時４９分 

 

再開 午前１０時００分 

○議長（武村 賞） 

  再開いたします。 

～日程第８．議第１号から議第３１号～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第８、議第１号から議第３１号まで、

専決処分の承認を求めることについて、議案

３１件を一括上程し、議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  それでは、議第１号から議第３１号までの

各議案について、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

  議案書を御覧ください。 

  議第１号から議第３１号までの３１議案は、

専決処分の承認を求めるものでございます。 

  草津栗東行政事務組合の設立に伴い、組合

議会が１０月１日時点で成立していなかった

ことから、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、管理者において専決処分した事項

につきまして、同条第３項の規定により議会

の承認をお願いするものでございます。 

  議第１号は、組合の休日について定めたも

のでございます。 

  次に、議第２号は、組合が定める条例等の

公布に関し、必要な事項を定めたものでござ

います。 

  次に、議第３号は、組合議会の定例会の回

数を年２回とするものでございます。 

  次に、議第４号は、管理者の権限に属する

事務を処理するため、組合に事務局を置くこ

とを定めたものでございます。 

  次に、議第５号は、組合の公文書の開示に

関し、必要な事項を定めたものでございます。 

  次に、議第６号は、個人情報の適正な取扱

いに関する基本的事項を定めたものでござい

ます。 

  次に、議第７号は、情報公開および個人情
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報保護制度の円滑な実施を図るため、審議会

を設置することを定めたものでございます。 

  次に、議第８号は、行政手続法第４６条の

規定の趣旨にのっとり、行政指導および届出

に関する手続について定めたものでございま

す。 

  次に、議第９号は、組合の監査委員に関し、

必要な事項を定めたものでございます。 

  次に、議第１０号は、組合に公平委員会を

設置することを定めたものでございます。 

  次に、議第１１号は、公平委員会の委員の

服務の宣誓について必要な事項を定めたもの

でございます。 

  次に、議第１２号は、管理者の附属機関と

しての行政不服審査会の設置について必要な

事項を定めたものでございます。 

  次に、議第１３号は、組合事務局に常時勤

務する一般職の職員の定数を６人以内と定め

たものでございます。 

  次に、議第１４号は、人事行政の運営等の

状況の公表に関し、必要な事項を定めたもの

でございます。 

  次に、議第１５号は、職員の意に反する降

給、免職および休職の手続等に関し、必要な

事項を定めたものでございます。 

  次に、議第１６号は、職員の懲戒手続およ

び効果について必要な事項を定めたものでご

ざいます。 

  次に、議第１７号は、職員の服務の宣誓に

関し、定めたものでございます。 

  次に、議第１８号は、職員の服務に専念す

る義務の免除に関し、必要な事項を定めたも

のでございます。 

  次に、議第１９号は、職員の勤務時間およ

び休日に関し、必要な事項を定めたものでご

ざいます。 

  次に、議第２０号は、職員の育児休業等に

関し、必要な事項を定めたものでございます。 

  次に、議第２１号は、組合議員その他の非

常勤職員の公務災害補償等に関し、必要な事

項を定めたものでございます。 

  次に、議第２２号は、組合議会議員の報酬

および費用弁償に関し、必要な事項を定めた

ものでございます。 

  次に、議第２３号は、特別職の職員で非常

勤の者の報酬および費用弁償について、必要

な事項を定めたものでございます。 

  次に、議第２４号は、法律の規定に基づい

て組合の機関の求めにより出頭した証人、関

係人等の受ける実費弁償に関し、必要な事項

を定めたものでございます。 

  次に、議第２５号は、職員の旅費に関し、

必要な事項を定めたものでございます。 

  次に、議第２６号は、歳入歳出予算の執行

状況の財政に関する事項の公表について必要

な事項を定めたものでございます。 

  次に、議第２７号は、長期継続契約を締結

することができる契約に関し、その範囲等必

要な事項を定めたものであります。 

  次に、議第２８号は、財産の交換、譲与、
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無償貸付について定めたものでございます。 

  次に、議第２９号は、株式会社滋賀銀行を

組合の指定金融機関に指定したものでござい

ます。なお、滋賀銀行につきましては、草津

市および栗東市の指定金融機関として指定さ

れているところでございます。 

  次に、議第３０号は、組合費用負担につき

まして、草津市および栗東市からの負担金の

算出方法を均等割１０％、人口割９０％と定

めたものでございます。 

  次に、議第３１号 令和４年度草津栗東行

政事務組合一般会計暫定予算について、説明

を申し上げます。 

  別冊の令和４年度暫定予算書をお開きいた

だき、予算に関する説明書５ページを御覧く

ださい。 

  令和４年度一般会計暫定予算としまして、

歳入は、合計１，０２９万３，０００円でご

ざいます。 

  内訳は、構成市からの負担金として、草津

市からの負担金が６６３万８，０００円、栗

東市からの負担金が３６５万５，０００円で

ございます。 

  歳出は、７ページに記載のとおりで、歳入

と同額の１，０２９万３，０００円でござい

ます。 

  以上、議第１号から議第３１号までの各議

案の提案説明とさせていただきます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより、議第１号から議第３１号までの

議案３１件に対する質疑を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第１号から議第３１号までの議案３１件に

ついて、まずは議第１号から議第２８号まで

の議案２８件を一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第１号から議第２８号まで、専決処分の

承認を求めることについて、原案のとおり承

認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第１号議案から議第２８号議案

までは、原案のとおり承認されました。 
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  次に、議第２９号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第２９号 専決処分の承認を求めること

について、原案のとおり承認することに賛成

の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第２９号議案は、原案のとおり

承認されました。 

  次に、議第３０号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３０号 専決処分の承認を求めること

について、原案のとおり承認することに賛成

の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第３０号議案は、原案のとおり

承認されました。 

  次に、議第３１号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３１号 専決処分の承認を求めること

について、原案のとおり承認することに賛成

の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第３１号議案は、原案のとおり

承認されました。 

～日程第９．議第３２号～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第９、議第３２号 議会の議決に付す

べき契約および財産の取得または処分に関す

る条例案を上程し、議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  議第３２号について、提案理由の説明を申

し上げます。 

  この議案は、議会の議決に付すべき契約お

よび財産の取得または処分について定めるた

め、条例を定めるものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の

説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより、議第３２号議案に対する質疑を

行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 
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  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第３２号議案について、採決をいたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３２号 議会の議決に付すべき契約お

よび財産の取得または処分に関する条例案に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第３２号議案は、原案のとおり

可決いたしました。 

～日程第１０．議第３３号～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第１０、議第３３号 令和４年度草津

栗東行政事務組合一般会計予算を上程し、議

題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  議第３３号 令和４年度草津栗東行政事務

組合一般会計予算について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  別冊の令和４年度草津栗東行政事務組合一

般会計予算書を御覧ください。 

  まず、歳入から説明申し上げます。 

  予算に関する説明書５ページを御覧くださ

い。 

  款１分担金および負担金につきましては、

各市負担金といたしまして、合計２億８，２

５８万８，０００円を計上しております。 

  内訳といたしまして、草津市からの負担金

が１億８，２２４万１，０００円、栗東市か

らの負担金が１億３４万７，０００円でござ

います。 

  続きまして、歳出について説明を申し上げ

ます。 

  予算に関する説明書の７ページを御覧くだ

さい。 

  款１議会費、項１議会費につきましては、

１１２万８，０００円を計上しております。 

  主な内容といたしまして、議員６人分の報

酬が１５万３，０００円、会議録作成委託料

として２４万８，０００円でございます。 

  次に、款２総務費、項１総務管理費といた

しまして、３，０５４万５，０００円を計上

しております。 

  主な内容といたしまして、各審査会委員の

報酬が６万５，０００円、給与等を含む各種

負担金として２，７５９万５，０００円でご

ざいます。 

  次に、款２総務費、項２監査委員費といた

しまして、１０万円を計上しております。 
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  内容といたしましては、監査委員の報酬が

１０万円でございます。 

  次に、款３衛生費、項１保健衛生費といた

しまして、２億４，９８１万５，０００円を

計上しております。 

  主な内容につきましては、用地買収にかか

る土地購入費が２億４，６００万円でござい

ます。 

  次に、款４予備費、項１予備費といたしま

して、１００万円を計上しております。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の

説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより、議第３３号議案に対する質疑を

行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第３３号議案に対して、採決をいたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３３号 令和４年度草津栗東行政事務

組合一般会計予算について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第３３号議案は、原案のとおり

可決いたしました。 

～日程第１１．議第３４号～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第１１、議第３４号議案 監査委員の

選任につき同意を求めることについてを上程

し、議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、１番、

井上 薫議員の退場を求めます。 

〔井上議員 退場〕 

○議長（武村 賞） 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  議第３４号、監査委員の選任につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。 

  草津栗東行政事務組合監査委員に識見を有

する者といたしまして、井之口 秀行さんを、

議員のうちから井上 薫さんを選任するに当

たりまして、地方自治法第１９６条第１項の
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規定により、議会の同意を求めるものでござ

います。 

  井之口 秀行さんは、現在、栗東市の監査

委員に御就任をいただいておりますし、井上 

薫さんにつきましては、草津市議会議員を務

められており、監査委員として適任でござい

ますので、よろしく御審議の上、御同意を賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第３４号議案について、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３４号 監査委員の選任につき同意を

求めることについて、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第３４号議案は、原案のとおり

同意することに決しました。 

  井上 薫議員の入場を求めます。 

〔井上議員 入場〕 

○議長（武村 賞） 

  １番、井上 薫議員にお伝えします。 

  議第３４号議案につきましては、原案のと

おり同意することに決しましたので、御報告

いたします。 

～日程第１２．議第３５号～ 

○議長（武村 賞） 

  日程第１２、議第３５号 公平委員会委員

の選任につき同意を求めることについてを上

程し、議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  議第３５号、公平委員会委員の選任につき

まして、提案理由の説明を申し上げます。 

  草津栗東行政事務組合公平委員会委員に、

浅井仁美さん、饗庭敏夫さん、および、法山

由紀子さんを選任するに当たりまして、地方

公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、

議会の同意を求めるものでございます。 

  浅井仁美さんは、現在、草津市公平委員会

委員として、饗庭敏夫さんおよび法山由紀子
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さんは、栗東市公平委員会委員に御就任をい

ただいているところであり、公平委員として

適任でございますので、よろしく御審議の上、

御同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（武村 賞） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところ通告はございません。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武村 賞） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第３５号議案について、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３５号 公平委員会委員の選任につき

同意を求めることについて、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（武村 賞） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第３５号議案は、原案のとおり

同意することに決しました。 

  以上で、本日の臨時会に付議されました案

件は、全て議了されたものと認めます。 

  この際、管理者より発言の申出があります

ので、これを許します。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  令和４年草津栗東行政事務組合議会臨時会

の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては、本日提案さ

せていただきました各議案につきまして、全

て原案のとおり議決等を賜り、ありがとうご

ざいます。 

  これからは、草津市、および栗東市の市民

の皆様の期待に沿った火葬場の整備運営に向

けて全力で取り組んでまいりますので、議員

各位におかれましては、今後ともより一層の

御支援と御協力を賜りますようお願い申し上

げ、簡単でございますが、閉会に当たりまし

ての挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（武村 賞） 

  それでは、これをもちまして、令和４年１

０月草津栗東行政事務組合議会臨時会を閉会

いたします。 

  皆様、御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時２５分 
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草津栗東行政事務組合議会会議規則第８１

条の規定により、下記に署名する。 

 

令和４年１０月１４日 

 

草津栗東行政事務組合議会議長  武 村   賞 

 

署 名 議 員  井 上   薫 

 

署 名 議 員  川 嶋   恵 


